
令和８年度経常事務の点検業務に係るプロポーザル募集要領 

 

 本市では、経常的な事務の契約について、公民連携手法を取り入れ、民間事業者のノウハ

ウを活用した点検を行い、改善を図ることで、効率性とサービスの質の両立を目指す、経常

事務の点検業務を実施しています。 

 つきましては、令和８年度経常事務の点検業務について、公募型プロポーザル方式により

業務受託候補者の選定を行うため、次のとおり公募します。 

 

＜参考：本市の現状＞ 

 本市においては、令和７年度から経常事務の点検業務を実施しており、令和７年度は、「シ

ステム運用・保守費」、「昇降機（エレベーター）運用・保守費」、「通信費（電話・ネットワ

ーク回線等）」、「複写及び複写機リース費」の契約を点検しています。 

令和７年度に一定の成果が上がったことから、令和８年度は新たな契約の点検を実施しま

す。 

 

１ 委託業務名 

令和８年度経常事務の点検業務 

 

２ 委託業務の内容 

「令和８年度経常事務の点検業務委託仕様書」（以下「仕様書」という。）のとおり 

 

３ 委託期間 

契約締結日の翌日から令和１０年３月３１日まで 

 

４ 委託金額 

委託金額は、「固定支払額」と「成果報酬額」の合計額とし、６０，０００千円（税込）

を見込む。 

「固定支払額」：固定払いによる支払額に消費税及び地方消費税相当額を加算した額 

「成果報酬額」：成果報酬基準額（点検に基づく改善提案により得られた成果（財政効果

額）の合計）に成果連動払いの割合を乗じた額に消費税及び地方消費税

相当額を加算した額 

ただし、「固定支払額」、「成果報酬基準額」及び「成果連動払いの割合」は以下のとおり

とする。 

⑴ 「固定支払額」は３０，０００千円（税込）以内（受託者の提案により決定する。）

とする。 

  ※ 固定支払額は仕様書４⑴ア～ウ及びオに係る部分に対して支払うものとする。 

 



⑵ 「成果報酬基準額」は６０，０００千円（税込）を見込む。 

ただし、仕様書４⑴アで本市が決定した契約の改善を行う場合であって、積算した

成果報酬基準額がこの見込額以上になることが明らかな場合は、改善案の具体的な活

動支援前に点検を実施する契約について京都市と協議をすること。 

なお、成果報酬基準額の今後１０年間の累計（成果報酬基準額に１０を乗じた額。

以下「将来効果額」という。）が固定支払額に満たない場合、将来効果額が固定支払額

に到達するまで、受託者は継続して本市を支援するものとする。その場合、必要に応

じて委託期間を変更できるものとする。 

⑶ 「成果連動払いの割合」は５０％以内（受託者の提案により決定する。）とする。 

 

５ 参加資格 

経常事務の点検業務については、公募型プロポーザル方式により実施事業者を選定する

こととし、経常事務の点検業務に応募する資格を有する者は、次のとおりとします。 

共同事業体として参加する場合は、構成する全ての事業者が参加資格を満たす必要があ

ります。 

⑴ 経常事務の点検業務又は類似業務について、受託実績があり、業務手法に精通して

いること（ただし、成果連動型委託契約方式であるかは問わない。）。 

⑵ 本市の競争入札参加有資格者名簿に登録されている者にあっては、公募開始日から

契約締結日までの期間において京都市競争入札等取扱要綱に基づく競争入札参加停

止措置を受けていないこと。 

⑶ 本市の競争入札参加有資格者名簿に登録されていない者にあっては、次のすべてを

満たすこと。 

ア 地方自治法施行令第１６７条の４第１項各号のいずれかに該当する者でないこ

と。 

イ 引き続き１年以上、当該営業を営んでいること。 

ウ 国税（法人税又は所得税及び消費税）の未納がないこと。 

エ 京都市税の未納がないこと。 

オ 京都市の水道料金及び下水道使用料の未納がないこと。 

カ 京都市暴力団排除条例第２条第４号に規定する暴力団員等又は同条第５号に規

定する暴力団密接関係者でないこと。 

 

６ 応募手続 

⑴ 提出書類 

  公募型プロポーザル方式に応募に当たっては、仕様書を確認のうえ、以下の必要書類

を提出してください。 

ア 参加申込書（様式１） 

イ 暴力団排除に関する誓約書（様式２） 



  京都市暴力団排除条例等を確認のうえ、必要事項を記載してください。ただし、京

都市競争入札参加有資格者名簿に登録されている場合は提出不要です。 

  ＜参考＞ 京都市暴力団排除条例等の掲載ページ 

https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0000120713.html 

ウ コンソーシアム協定書（様式３） 

    共同事業体として参加する場合は、提出してください。 

エ 委託業務経歴書（様式４） 

  事業者としての実績を記載してください。業務責任者及び業務従事者が関与したと

しても事業者としての業務でない場合は記載不可です。 

  なお、実施体制として、「キ 提案書（様式６）」に業務責任者等の個人の業務経験

を記載いただくことは差し支えありません。 

  また、民間企業の実績などで、社名を記載できない場合は、業種名や企業規模など

を開示可能な範囲で記載してください。 

オ 経常事務の点検業務契約実績（契約書・仕様書等の写し） 

経常事務の点検業務又は類似業務（当該業務について参加申込書提出時点で完了又

は実施中の実績に限る。）の実績を有することが確認できる契約書・仕様書等の写しを

提出してください。 

なお、契約書や仕様書等の提出ができない場合は、以下に記載する受注事実と受注

内容を客観的に確認できる書類を提出してください。 

   【受注事実を示す書類例】 

    ①請書、納品書、請求書、領収書等の写し 

    ②振込が確認できる書類（通帳の写し等） 

    ※原則①と②両方の提出が必要。 

    ※社名等の注文者情報はマスキングしていただいても差し支えありません。 

   【受注内容を示す書類例】 

    貴社又は注文者のホームページやニュースリリースの写し（実績記載箇所）など 

    ※社名等の注文者情報はマスキングしていただいても差し支えありません。 

カ 秘密保持に関する誓約書（様式５） 

  共同事業体として参加する場合は、募集要領６⑴ウに記載した、構成する全ての事

業者について提出が必要です。 

キ 提案書（様式６） 

（ア） 業務実施方針・実施手法について 

仕様書を確認のうえ、経常事務の点検業務の目的を達成するための実施体制 

（経常事務の点検業務又は類似業務の実績のある業務責任者や業務従事者の体制

等）、業務実施方針、業務工程（スケジュール）、作業内容、業務の進捗管理方法、

点検業務に係る本市への具体的な活動支援の内容について提案してください。 

なお、受託者と本市が担う役割について明確に記載のうえ、本市が担う業務が



ある場合の業務内容・業務量も提案してください。 

（イ） 仕様書１に記載の対象契約に係る提案について 

仕様書４⑴に記載の対象契約及び参考資料「契約一覧表」を参考に過去の業務

実績から想定する対象契約ごとの財政効果額及び点検方法を提案してください。

ただし、財政効果額そのものは評価の対象としません。提案に当たっては、行政

サービスの質と効率性の両立を実現する視点も踏まえ提案してください。 

なお、仕様書４⑴～⑷の対象契約以外について、本委託期間内に点検を希望す

る場合は、取組内容や取組手法等を提案してください。仕様書４⑴の「＜参考＞ 

点検の視点の例」を踏まえて提案してください。 

（ウ） 留意事項 

ａ 提案に当たっては、「京都市公契約基本条例」を必ず確認のうえ、条例の内容に

抵触しないこと。特に、条例第３条、第６条、第７条に反しないようにすること

（公契約に関する施策の基本方針、市内中小企業への優先発注、分離分割発注等

を活用した市内中小企業の受注機会の増大など）。 

ｂ 提案は、考え方を文書、イメージ図・イラスト等を使用し、わかりやすく簡潔

に記載すること。 

ｃ 文字は注記等を除き原則として 10.5ポイント程度以上の大きさとし、所定の様

式に収まる範囲で記載してください。各ページにはページ番号（通し番号）を記

載すること。 

ｄ 表紙となる提案書を除き、一切事業者名等（代表者名、企業ロゴ等を含む）の

表記は行わないこと。 

  ただし、実施体制については、事業者名が特定されない範囲で、業務責任者を

含む社員名を記載すること。「９ 選定に係るヒアリング」に記載のヒアリングを

実施する場合、業務責任者は必ず御出席すること。 

ク 見積書（様式７） 

  経常事務の点検業務の受託見積金額として、「固定支払額」及び「成果連動払いの割

合」を記載してください。 

また、「固定支払額」については、本様式とは別に、応募者が使用している様式によ

り見積書（内訳付き）も提出してください。 

ケ 参加資格を証明する書類 

京都市競争入札参加有資格者名簿に登録されていない場合は、上記ア～クに加え、

以下の書類を提出してください。 

なお、下記（エ）調査同意書（水道料金・下水道料金）については、本市内に事業

所等を有さない者は提出不要です。 

（ア） 登記事項証明書（履歴事項全部証明書又は登記簿謄本） 

※ 申請日前３か月以内に発行のもの 

 



（イ） 印鑑証明書  

※ 申請日前３か月以内に発行のもの 

（ウ） 納税証明書（国税及び京都市税） 

※ 申請日前３か月以内に発行のもの。京都市税については、納付又は納入義 

務がない場合は提出不要です。 

（エ） 調査同意書（水道料金・下水道使用料）（様式８） 

コ 辞退届（様式９） 

  募集要領６⑴アの提出後に辞退をする場合は、辞退届を提出してください。 

⑵ 提出先 

電子メール keieikaikaku@city.kyoto.lg.jp 

京都市しごとの仕方改革推進室（経常事務の点検業務担当）大谷、芝田 

〒６０４－８５７１ 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町４８８番地 

（電話番号 ０７５－２２２－３２９３） 

※  本要領公表後に本市において組織改正や人事異動があり、本業務に係る担当所

属や担当者が変更となった場合は、本業務を引き継いだ職員が対応を行います。 

⑶ 提出期限 

 ア 募集要領６⑴ア、ウ（該当する場合のみ提出）及びカに記載の資料 

令和８年３月３０日（月）午後５時必着 

 イ 上記以外の資料 

令和８年４月６日（月）午後５時必着 

⑷ 提出方法 

原則、電子メール（押印が必要な様式を除く。）により提出してください。 

件名は「【応募】令和８年度経常事務の点検業務について（応募事業者名）」とし、電

子メールの送付後に、必ず電話で受信確認を行ってください。 

※ ただし、押印が必要な募集要領６(1)ウ及びカは、仕様書４⑴に記載の「各契約一

覧」の提供に必要な書類であるため、一旦、電子データで回答してください。押印し

た原本は上記期日までに郵送又は持参してください。 

※ 容量が大きく送付できない場合は郵送（一般書留、簡易書留又は特定記録）も可と

します。郵送の場合は、募集要領６(1)キは各４部提出してください。 

⑸ 留意事項 

ア 提案は１事業者につき１つとし、複数の提案は認めません。 

イ 単独の事業者のみではなく複数の事業者で構成される共同事業体としての参加も

可能とします。ただし、業務の全部又は一部を第三者に委託し又は、請け負わせるこ

とはできません。 

ウ 提出資料の作成及び提出に要する費用は、応募者の負担とします。また、使用する

言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限ります。 



エ 提出期限以降における提出資料の差替え及び再提出は、一切受け付けません。 

オ 提出資料は選定結果の如何に関わらず返却しません。 

カ 提出書類に虚偽又は不正、指定する様式及び記載上の留意事項に示した条件に適合

しない等の不備があった場合は失格とします。 

 

７ 参考資料「各契約一覧」の提供  

  期限までに募集要領６⑴ア、ウ（該当する場合のみ提出）及びカに記載の書類の提出が

あった事業者に対し、仕様書４⑴に記載の「各契約一覧」を電子データで送付します。 

 

８ 質問及び回答  

 質問する場合は、事前に募集要領６⑴ア、ウ（該当する場合のみ提出）及びカに記載の

書類の提出が必要です。 

⑴ 質問方法 

経常事務の点検業務に係る質問がある場合、「質問書」（任意の様式で可。）を作成し、

募集要領６⑵に記載の電子メールアドレス宛てに送信してください。 

ただし、件名は「【質問】令和８年度経常事務の点検業務について（事業者名）」とし、

電子メールの送付後に、必ず電話で受信確認を行ってください。 

⑵ 質問の提出期限 

令和８年３月３０日（月）午後５時必着 

※ 期限後の質問は、一切受け付けません。 

⑶ 回答方法 

令和８年４月１日（水）までに電子メールにて回答します。 

※ 回答は令和８年３月３０日（月）午後５時までに募集要領６⑴アの提出があった

全ての事業者に対して送付します。 

⑷ その他 

公平で厳正な選定を行うため、質問書以外の手法による質問（電話、対面等）は一切

受け付けません。 

 

９ 選定に係るヒアリング 

 受託候補者の選定に当たり、本市の職員３人で構成する会議において必要と認める場

合に、提案内容の詳細を聴取するヒアリングの機会を設けます。ヒアリングの日時・場所

は、対象の事業者に別途通知します。 

ヒアリングにおける説明（プレゼンテーション）時間は３０分とし、説明は提出した提

案書のみを使用してください。説明後に質疑（３０分程度）を行います。 

なお、出席者は３名以下とし、提案書（様式６）に実施体制として記載の業務責任者は

必ず出席してください。 

※ 実施する場合は、令和８年４月７日又は４月８日の午前９時～午後５時のうち、各事



業者１時間程度を想定しています。 

※ ヒアリングは公平を期すために、事業者名等を伏せて行います。 

 

10 提案の審査等  

⑴ 評価項目 

評価基準表（別紙）のとおりです。 

⑵ 審査方法 

提出された提案書（様式６）及びヒアリング内容（実施した場合のみ）を基に、本市

の職員３人で構成する会議において、評価基準表（別紙）に基づき、提案内容を審査し

て採点し、構成員が採点した点数の合計点数を構成員の数で除した数値（以下「評価点」

という。）が最も高い応募者を受託候補者として選定します。 

なお、最低制限評価点は５０点とし、最低制限評価点を上回った者とのみ契約を締結

できるものとします。 

評価点が同一であった場合は、評価基準表（別紙）における評価項目「業務実績及び

業務実施能力」の合計点数が高い応募者を受託候補者とし、「業務実績及び業務実施能

力」の合計点数が同点の場合は、同評価項目「見積金額」の合計点数が高い応募者を、

受託候補者として選定します。応募者が１者の場合においても、本プロポーザルは成立

することとし、審査を行いますが、最低制限評価点を下回る時は受託候者として選定し

ません。 

なお、見積金額が募集要領４⑴及び⑶を超えていた場合は失格とします。 

 

11 選定結果の通知  

⑴  受託候補者の決定日 

令和８年４月１３日（月）までに、受託候補者の決定を行います。 

⑵ 審査結果の公表 

審査後、全ての提案者に対し、速やかに選定結果を電子メールにて通知します。 

また、本市のホームページ（京都市情報館）にも選定結果を掲載します。 

 

12 契約の締結 

プロポーザルの実施後、本プロポーザルで提示する仕様書及び受注候補者の提案内容を

踏まえ、契約内容について協議を行い、合意に達した場合に速やかに契約を締結します。 

受注候補者が契約内容に合意できない場合は、審査の結果、受注候補者の次に順位の高

かった者と協議を行い、合意に達したときは、その者と契約を締結します。また、その者

と合意に達しないときは、審査の結果の順位に従って協議を行い、合意に達したときは、

契約を締結します。 

 

13 その他 

⑴  委託事業の開始から終了までの間、事業実施方法や進捗状況の確認等、事業の円滑な



実施のために、定期的に本市と連絡調整を行ってください。 

⑵  本事業に係る監査等が行われる場合は、協力をお願いします。 

⑶  本事業を通じて、著作権や特許権等の知的財産権が発生した場合、その権利は全て本

市に帰属するものとします。 

⑷  本業務に係る予算については現在市会で審議中であるため、予算が成立しない場合は

当該プロポーザルを無効とします。この場合において、本件調達のために行った準備

行為等に係る費用が既に発生していても、受託候補者は、その費用を本市に請求する

ことはできません。 

 


